
学校法人穴吹学園 

２０１９年度『穴吹学園経済的支援奨学生制度』募集要項 

１．奨学金制度の目的 

この制度は、穴吹学園に在籍する意欲と能力のある学生が、経済的理由により修学を断念するこ

とがないよう、穴吹学園が修学資金を支援し就学援助することを目的とする。 

２．応募資格 《支援対象学生の要件》 

穴吹学園に在籍する２０１９年４月入学の学生のうち次の(１)及び(２)の両方の要件を満たす学生。 

(１) 勉学に対する意欲がある学生のうち、世帯（父母等保護者）の経済状況が以下のいずれかの

要件に該当すること

①生活保護世帯

②個人住民税所得割非課税世帯

③所得税非課税世帯

④保護者等の倒産、失職などにより家計の急変した世帯

(２) 文部科学省および広島県が行う修学支援事業（専門学校生への効果的な経済的支援の在り

方に関する実証研究事業）に協力すること

①文部科学省および広島県が実施するアンケート調査に協力すること。

※アンケート調査は記名式で実施し、家計所得などの個人的な状況もアンケート調査の項目

に含まれます。また本事業を文部科学省が実施している期間は継続してアンケート調査

(追跡調査)があります。

②ファイナンシャルプランナーによる修学支援アドバイス事業に協力すること

③目指す技能や資格、職業などあらかじめ目標を定め、授業を受けその結果について自己評価

し報告すること。

３．奨学金の内容 

（１）奨学金の種類  授業料の一部免除 

（２）免 除 額   ２００，０００円（年間） 

（３）支 給 期 間  正規の最短就学期間 

（４）そ の 他 文部科学省および広島県が行う修学支援事業により（２）に加えて 

更に最大１００，０００円（年間）の免除が受けられる場合があります。 

４．２０１９年度奨学生採用予定数 

  ２名 

５．応募方法 

  奨学金を希望する者は、下記の必要書類を提出すること。  

（１）穴吹学園経済的支援奨学金制度申請書 

（２）令和元年度広島県私立専修学校専門課程修学支援実証研究事業に係る支援金受給申請書 

（３）経済状況を証明する書類 （就学者を除く世帯全員の証明が必要） 



① 生活保護世帯 

    生活保護受給証明書または、生活保護決定通知書 

  ② 個人住民税所得割非課税世帯 

     非課税の基準となる個人住民税所得割０円について、寄附金税額控除や住宅借入金等特

別税額控除などの税額控除をする前の所得割額（税額控除前所得割額）がわかる書類 

【書類例】 

     課税（非課税）証明書、納税証明書、納税通知書、特別徴収税額の決定通知書 

③ 所得税非課税世帯 

非課税の基準となる所得税０円について、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除を

する前の所得割額（税額控除前所得割額）がわかる書類 

【書類例】 

     給与所得の源泉徴収票、確定申告書（控え） 

  ④ 家計急変世帯 

     倒産・解雇や自営業の廃業による失職、破産、事故、病気、死亡又は火災・風水害等の災

害等により、①から③相当（例．令和元年の収入が年収２５０万円未満に落ち込む場合）と推

認できる書類 

【書類例】 

     事故、火災等災害を証明する公的機関の証明書、倒産・失職したことを証明する書類（前

雇用主の解雇通知・離職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、倒産（破産）の証明書

（破産宣告書・事業廃止届））、長期療養等についての関係機関等の証明書 

（４）年次目標シート 

 

６．申込書類提出期限、選考時期及び通知 

  奨学生の選考にあたり面接を実施し、学業成績や出席状況などの要件を総合的に判断し、奨学

生選考委員の選考を経て、校長が決定する。選考結果は、本人あてに通知する。 

    ・書類提出期限      令和元年 ５月２４日（金） ※期日厳守 

    ・選考日（面接）             ５月３１日（金） 

    ・選考結果の通知            ６月中旬予定 

 

７．授業料の一部免除 

  （１）免除開始  

奨学生の採用が決定した年度から開始する。 

（２）免除方法   

採用決定後、免除額を所定の口座に振り込みする。 

または学費請求時に減免する。 

 

 

なお、穴吹学園経済的支援奨学生制度は毎年度、再審査（学習及び経済状況）を実施致します。

再審査の結果、学習状況の悪化や減免対象となる経済的状況が改善された場合は対象外となります。 


